
承継就農研修事業がスタートするまで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・４月以降随時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・１人７日程度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本人面接

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町長・理事長出席

問合せ　　　　
資料送付　

研修希望者説明会　　　　　　　　　　　　　　
（承継就農研修事業）

体験実習
実習後農家と就農希望
者面談（マッチング）

研修申し込締切　
（１１月）

事前（書類）審査会　
（１2月）

農家研修開始
（４月１日）

１年間（最長３年）

決定審査会
（１月）

農地等を譲りたい農家


